


別添 

運用上の留意事項（小規模専用水道） 

 

１ 水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号）の一部改正について 

  同省令の表について、20の項から51の項まで１項ずつ繰り下げ、新たに20の項としてペルフ

ルオロ（オクタン－1－スルホン酸）（別名ＰＦＯＳ）及びペルフルオロオクタン酸（別名Ｐ

ＦＯＡ）（以下「ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ」という。）に係る基準値（0.00005㎎/L※）を追加す

る改正を行ったものであること。（※0.00005㎎/L＝50ng/L） 

 

２ 小規模専用水道の取扱いについて 

（１）ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの定期水質検査 

（千葉市小規模水道条例（平成３年12月13日条例第57号）第10条、千葉市小規模水道条例

施行規則（平成４年３月31日規則第47号）第７条第１項、同条第２項、千葉市小規模水道

取扱要領（以下「要領」という。）第３の３（２）） 

ア 定期の水質検査の回数は、おおむね６月につき１回とするとともに、以下（ア）及び

（イ）に該当する場合は、検査回数を減じることを可能とすること。 

（ア）ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの水質検査結果が水質基準値の１０分の１以下であるときは、

おおむね３年に１回以上まで省略することができること。 

（イ）（ア）で実施した検査結果が水質基準値の１０分の１を超えた場合で、水質基準に

適合し、異常がないと認められた場合は、おおむね１年に１回以上まで省略すること

ができること。 

（ウ）（ア）及び（イ）の運用は、当面の間（約５年間）の措置とし、その後、見直しする

こととする。なお、必要に応じて、環境衛生課及び生活衛生課において協議し、早期

に見直すことも可能である。 

イ 施行日前に実施した検査結果についても、検査回数の判断に用いることを可能とする

こと。 

ウ 施行日前に実施する検査に供する水は、小規模専用水道により供給される水が水質基

準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水のほか、原水も対象

とできること。原水の結果を対象とする場合は、水道施設内でＰＦＯＳ及びＰＦＯＡに

汚染される要素がなく濃度が上昇しないであろうことを確認すること。 

エ 施行日前に行う検査方法は、「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一

部改正等並びに水道水質管理における留意事項について」（平成15年10月10日付け健水

発第1010001号）別添４により実施されたもののほか、「水道水質検査方法の妥当性評価

ガイドライン」（平成24年９月６日付け健水発0906第１号別添、最終改正：平成29年10

月18日）に従った評価をして目標に適合したものを認めること。 

オ 施行日前に検査を実施していない場合は、施行日後速やかに検査を実施すること。 

カ 水質検査の結果基準値を超過した際は、保健所に報告すること。 

キ 環境衛生課は、立入検査の際に、水質検査の実施状況及び検査結果を確認すること。 

  



（２）ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡの原水の水質検査（要領第３の３（４）） 

全ての水源の原水検査について、検査を実施し、水源の水質の把握に努めることが望ま

しいこと。ただし、専用水道もしくは小規模専用水道から供給される水のみを水源とする

小規模専用水道、浄水方法が塩素消毒のみの小規模専用水道については、この限りではな

い。 

 

３ 施行日 

  令和８年４月１日 


